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R05熊保育第000854号

裁 決 書

審査請求人 ○ ○ ○ ○

処 分 庁 熊 取 町 長

審査請求人が令和４年１月２１日に提起した情報不存在通知処分に係る審査請求につい

て、次のとおり裁決する。

主 文

令和３年１２月１７日付３熊保育第２２０７－１８号により行った、不存在決定処分（以

下「本件処分」という。）に対する審査請求については、棄却する。

第１ 事案の概要

１ 審査請求人は、情報公開条例（平成10年条例第28号。以下「条例」という。）第５条第

１項の規定に基づき、令和３年１２月３日に、実施機関に対し、次の本件対象文書の公開

請求（以下「本件公開請求」という。）を行った。

・町立保育所民営化移管先事業者選定委員会事務において、熊取町が作成、入手、使用等

した情報のうち、法令、条例等に抵触しているおそれのある情報。なお、文書作成時に法

令、条例等に抵触していなくても、事務を進めた結果、法令、条例等に抵触しているおそ

れのある情報を含む。

２ 実施機関は、本件公開請求に対し、条例第11条の規定より本件処分を行い令和３年１２

月１７日付３熊保育第２２０７－１８号で審査請求人に通知した。

３ 審査請求人は、令和４年１月２１日に、本件処分を不服として、行政不服審査法（平成

26年法律第68号）により、実施機関に対し審査請求（以下「本件審査請求」という。）を

行った。

第２ 審理関係人の主張の要旨
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１ 審査請求人の主張

本件処分を取り消す及び同条例に規定する公開請求に対する決定等を改めて行うとの

裁決を求める。

審査請求人は、次の理由から少なくとも保育課が所掌する個人情報取扱事務登録簿（個

人情報取扱事務の名称「町立保育所民営化移管先事業者選定委員会事務」）(以下「当該登

録簿」という。）が情報公開請求の対象となる情報に該当すると考え、本件処分は不当で

あり、その取消し及び公開決定等を改めて求めるというものである。

（１）当該登録簿作成時においても変更時においても個人情報保護規則第５条の規定に

よる告示が行われていない。

（２）個人情報保護条例第６条第１項に規定する町長への届出をあらかじめ行っていな

い。町長への届出は、実務上、広報公聴課が受けているとのことであるが、広報公聴課

が当該登録簿の存在を認知した日は令和２年１０月１９日であり、町長への届出をあ

らかじめ行っていない。

（３）当該登録簿は平成３０年４月１日付けで作成され、一般の縦覧に供されているはず

であるが、令和２年４月１７日時点の広報公聴課が作成した一覧表に記載がなく、保育

課が町立保育所民営化移管先事業者選定委員会事務により収集した個人情報について

個人情報を収集する前に当該登録簿が一般の縦覧に供された事実を確認できるものが

ない。

（４）保育課は、個人情報を収集する前に町長への届出も一般縦覧に供してもいない。

（５）当該登録簿が令和２年１０月１９日に変更されているものの、選定事務における受

付期間は令和２年８月１９日から９月１８日までであり、変更前の当該登録簿を根拠

として応募事業者から個人情報を収集している。さらに、変更前に記載されている個人

情報の対象者の範囲は「委員」であり、応募事業者から個人情報を収集したことは個人

情報保護条例第６条第１項の規定に抵触するものである

（６）町が主張する条例制定当時の告示とは公告式条例第２条第１項に基づく「条例を公

布しようとするとき」の告示のことであり、これは個人情報保護規則第５条に規程する

告示ではない。同規則に基づく告示をする趣旨は登録簿を一般の縦覧に供すにあたっ

て、告示を同時に行うことにより、より広く住民に周知させるためであると解されると

考える。事実、これまで登録簿は住民情報コーナーにおいて一般の縦覧に供されてきた

が、登録簿の一覧も存在せず、かつ課ごとにファイリングされた状態で縦覧されていた

ため、新たに登録簿が作成されても住民は容易に知ることができない状態であった。こ

れでは個人情報保護条例の目的である「個人の尊厳の確保と住民の基本的人権の擁護

に資すること」を達成することは困難であり、これを担保するのが同規則に基づく告示

であると考えるのが妥当である。
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２ 処分庁の主張

処分庁は、次のとおり主張し、本件処分は妥当であるとの裁決を求めている。

（１）審査請求人がいう当該登録簿については、既に審査請求人に公開済みの決裁文書で

示す決裁処理を経て、平成３０年４月１日登録として、一般の縦覧に供しており、その

適正な登録簿に基づき個人情報を取り扱っているため、情報公開請求にいう法令、条例

等に抵触するおそれのある情報は存在しないものとした。

（２）個人情報保護規則第５条に規定の告示については、条例制定当時に告示を行ってい

るが、行政が取り扱う個人情報は多岐にわたるため、登録簿の変更等も頻繁に発生する

ことが多いことから、都度の告示は行っていない。当初の告示をもって足りるため、変

更の告示は不要と考えている。

（３）登録簿については、該当する場合に作成し一般に縦覧することが目的かつ目標であ

る。よって、平成３０年３月３０日付けの決裁文書のとおり、決裁処理を経て一般の縦

覧に供している。

（４）保育課としては、最終目標である一般の縦覧に供することが最重要かつ最優先と考

え、決裁後は、恐らく広報公聴課を介さずに、直接的に保育課が住民情報コーナーで縦

覧に供するように配架したと考えている。よって、縦覧に供したことをもって目的を達

成したと考え、以降は一覧表への搭載の報告を遺漏したと考えられる。

（５）個人情報保護条例第７条第４項に規定する届出については、保育課が行っていない

ことは事実であり、それを肯定したうえで、令和３年６月７日に実施の情報開示での審

査請求人との面談において、個人情報保護条例所管部局より、今時点からでも届出を行

い、無届での状況を放置し続けないよう是正することを申し出て、同年６月３０日付け

で届出を行ったものである。

第３ 理由

１ 基本的な考え方

条例の基本的な理念は、条例第１条で定めるように、住民の知る権利の保障と公正で開

かれた町政を推進するとともに、町の住民に対する説明責任を果たすことにより、住民と

町との信頼関係を深め、もって地方自治の本旨に即した住民主体の町政を実現すること

を目的とする。

したがって、条例の解釈及び運用は、条例第３条で明記するように、情報の公開を請求

する住民の権利を十分保障する見地から行われなければならない。

しかしながら、条例はすべての公文書の公開を義務づけているわけではなく、条例第６
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条及び第７条において、公開請求に係る公文書に同条各号のいずれかに該当する情報が

記載されている場合は、実施機関の公開義務を免除している。もちろん、この条例第６条

及び第７条が定める情報のいずれかに該当するか否かの具体的判断に当たっては、当該

各号の定めの趣旨を十分に考慮しつつ、条例の上記理念に照らし、かつ公文書の公開を請

求する住民の権利を十分尊重する見地から、公開するか否かの判断を厳正にしなければ

ならない。

２ 争点について

審査請求人は、町立保育所民営化移管先事業者選定委員会事務の登録簿が、チェックし

ていない項目から個人情報を収集していること、登録簿を収集後に変更していること、ま

た、告示していないこと、本人以外からの個人情報収集届出書を事後に提出していること

が条例等に抵触していると主張している。

実施機関は、審査請求人が主張する当該登録簿については、既に審査請求人に公開済み

の決裁文書で示す決裁処理を経て、平成３０年４月１日登録として、一般の縦覧に供して

おり、その適正な登録簿に基づき個人情報を取り扱っているため、情報公開請求にいう法

令、条例等に抵触するおそれのある情報は存在しないと主張しており、審査請求人が情報

公開請求する情報が存在しているか否かが争点である。

３ 本件処分の妥当性について

本件対象文書は、「町立保育所民営化移管先事業者選定委員会事務において、熊取町が

作成、入手、使用等した情報のうち、法令、条例等に抵触しているおそれのある情報。な

お、文書作成時に法令、条例等に抵触していなくても、事務を進めた結果、法令、条例等

に抵触しているおそれのある情報を含む。」であるが、本件処分の審査にあたり、改めて

保育課に対し情報不存在の確認調査を行った。調査は、どのような確認（調査）を行った

結果、情報不存在という結論に至ったのか、確認（調査）方法と結果を記入するものであ

り、文書、電磁的記録を対象としてすべて調査している。

本件対象情報に関して、実施機関の回答は、「不存在」という内容であり、さらに総務

課において該当情報の有無を確認したものの該当する情報はないとの結果であった。

なお、審査請求人からの補充意見書における主張（①条例制定当時の告示に関する主張、

②変更の告示の要否に関する主張）については、告示の手続の是非を問うものといえ、当

審査会の審査の対象外であり、判断するべき内容とは認められない。

そのため、情報が存在しないことにより公開請求を拒否した不存在決定は、妥当である。

４ 判断

審査会の答申と同様、情報は存在しないことにより、情報不存在決定は妥当であると判断
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する。

第４ 結論

以上の理由により、主文のとおり裁決する。

令和５年６月１４日

審査庁 熊取町長 藤 原 敏 司

（教示）

１ この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、熊取町を被告として（訴訟において熊取町を代表する者は熊取町長となります。）、

裁決の取消しの訴えを提起することができます。

ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であ

ることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。

処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、熊取町を被告として（訴訟において熊取町を代表する者は熊取町長とな

ります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。

２ ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して１年を経

過した場合は、裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することはできなくな

ります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起

算して１年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起す

ることが認められる場合があります。


